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市庁舎の整備方針について（案） 

１ 現状と課題 

(1) 耐震性等の不備 

平成 23 年 10 月から約半年間かけて市庁舎

（本庁舎）の耐震診断調査（H24.3.11 富山県

耐震診断等評定委員会耐震評定書交付）を実施

したところ、耐震性能を表すⅠs値（構造耐震

指標）の最小値は、本館では2階及び4階0.23、

別館では 1 階 0.30 であり、市庁舎に求められ

る基準値（0.75）を満たしておらず、震度 6 強

クラスの地震に対して、建物が倒壊し、または崩壊する危険性が高いとされた。 

また、このほど富山県が発表した津波シミュレーション調査結果によると、

市庁舎（本庁舎）は糸魚川沖地震（断層が連動する場合）による津波の浸水想

定区域内に位置している。 

 

(2) その他の課題 

  ア 市庁舎（本庁舎）の老朽化 

市庁舎（本庁舎）の本館は昭和 43年の竣工であり築 44年目、また別館は

昭和 34年の竣工であり築 53年目を迎えており、建物はもとより設備も老朽

化してきている。このため、数年後には建替えを検討する必要がある。 

 

イ 庁舎の分散 

現在、市庁舎は、本庁舎、教育文化センター、いきいき元気館、環境浄化

センターの 4箇所に分散を余儀なくされており、利用者にとって極めて不便

な状態にある。 

 

ウ 駐車スペースの不足 

市庁舎（本庁舎）の駐車スペースは借地を含めても 70 台程度しかなく、

大勢の人が集まる会議やイベント等を市庁舎（本庁舎）で開催することがで

きないほか、3～4月の住民異動届の混雑時や選挙の期日前投票時などに駐車

場が不足し、利用者にとって極めて不便な状態にある。加えて、職員駐車場

も必要台数を確保できていない。 
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エ 庁舎のバリアフリー化 

市庁舎（本庁舎）は正面玄関が 2階にあるほか、エレベータも利用しづら

い場所に設置されているなど、建物の構造上、バリアフリー化への対応がで

きておらず、来庁される高齢者や障がい者に負担をかけている。 

 

 

２ 市庁舎の整備の必要性及び整備方法についての比較検討 

(1) 市庁舎の整備の必要性 

東日本大震災の教訓を踏まえ、地震や津波等の災害時における行政機能の維持

及び防災拠点機能の強化が求められていることから、耐震性等に不備のある現在

の市庁舎（本庁舎）を地域防災上の観点から緊急に整備し、災害に強いまちづく

りを進める必要がある。 

 

(2) 市庁舎の整備方法についての比較検討 

市庁舎の整備方法については、次の 7つの選択肢が想定され、それぞれについ

て比較検討した。 

なお、検討の結果は３ページの比較検討表のとおりである。 

 

① 耐震補強をせずに現庁舎を当面継続使用 

② 現庁舎を耐震補強 

③ 現在地で新築 

④ 旧市民病院建物を改修して再利用 

⑤ 旧市民病院敷地で移転新築 

⑥ 旧有磯高校校舎を改修して再利用 

⑦ 旧有磯高校体育館を改修して再利用 

 

 



■市庁舎の整備方法についての比較検討表
総務部財務課

備考

2,761 2,761 2,761 20,928 20,928 16,049 20,356

16 16 60 32 60 15 44 最長60年を想定

うち別館部分等 別館　7 別館　7 ＭＲＩ棟42

5,469 5,469 8,000 8,876 8,000 5,238 6,270

概算工事費　 *解体費を除く 10.0 26.6 11.4 26.6 9.8 10.6

用地取得費 2.7 3.5

仮庁舎整備費 1.0 2.0

機器等移設費 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5

その他 13.5

合計(億円)   (B) － 12.0 29.6 25.4 27.1 13.0 14.6

①初期投資 － ×
初期投資低いが、
耐用年数短く、機能
低下

× 初期投資過大 × 初期投資過大 × 初期投資過大 ×
初期投資低いが、
耐用年数短い

○
用地費を含めても
初期投資低い

②使用可能年数当たり
　 コスト (B)/(A)

－ × 0.750 △ 0.493 × 0.794 △ 0.452 × 0.867 ○ 0.332 億円／年

× 集約不能 × 集約不能 ○ 集約可能 ○ 集約可能 ○ 集約可能 × 集約不能 ○ 集約可能

３駐車スペース不足の解消 × 70台程度 × 70台程度 × 70台程度 ○ 370台程度 ○ 400台程度 △ 250台程度 ○ 400台程度

①他機関等との連携 △ やや近接 △ やや近接 △ やや近接 △ やや近接 △ やや近接 ○ 近接 ○ 近接
病院、県土木事務所、県
厚生センター、市社協、ふ
れあいスポーツセンター

②津波浸水想定区域 × 区域内 × 区域内 × 区域内 ○ 区域外 ○ 区域外 ○ 区域外 ○ 区域外

③幹線道路とのアクセス △ R415　 △ R415　 △ R415　 ○ R160、R415、能越道 ○ R160、R415、能越道 ○ R160、R415、能越道 ○ R160、R415、能越道

５仮庁舎の必要性 － × 必要 × 必要 ○ 不要 ○ 不要 ○ 不要 ○ 不要

－ × 敷地・建物とも低い △
敷地低い、建物高
い

× 敷地・建物とも低い ○ 敷地・建物とも高い × 敷地・建物とも低い △
敷地高い、建物低
い

－ ○ ほぼ確実 × 困難 × 困難 × 困難 ○ ほぼ確実 ○ ほぼ確実

－3－

初期投資が過大
財源確保が困難

費用対効果に
問題あり

既存施設の利用により
コストパフォーマンス大

市民の利便性向上

いつまでも放置して
おくことは許されない

耐震工事により機能が
大きく低下する

費用対効果に問題あり

初期投資が過大
駐車場の絶対数が不足

財源確保が困難

交付金の返還を伴う
ため実際には

ありえない選択肢

⑦旧有磯高校
　体育館を改修

第1体育館H3、第2体育館
H8、普通教室棟S41

第1体育館39、普通教室棟14普通教室棟14、特別教室棟10

４防災拠点機
能の強化

⑤旧市民病院
敷地で移転新築

（解体・新築）

⑥旧有磯高校
　校舎棟を改修

管理教室棟S42、普通教室棟
S41、特別教室棟S37

④旧市民病院
　建物を改修

本館S43、別館S34 本館S43、別館S34 （解体・新築）

◆評価項目

１費用対効果

中央診療棟・第2病棟
S59、ＭＲＩ棟H6

①現庁舎を継続使用 ②現庁舎を耐震補強 ③現在地で新築

６設計の自由度（敷地活用・建物設計）

総合評価（案）

◆整備費用

区分

◆敷地面積(㎡)　　 *借地を除く

◆既存建物竣工年

◆施設使用可能年数   (A)

◆床面積(㎡)

２庁舎の分散配置の解消
　（窓口サービスのワンストップ化）

７財源確保の見通し

高 中 高 中 高 低 

仮庁舎への移
設、耐震補強後

の再移設が必要

現庁舎解体のた
め仮庁舎の必要

面積が大きくなる

フロアごとに順次

耐震工事を実施

新病院建設にかか
る耐震化臨時特例
交付金の返還を伴

う
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３ 市庁舎の整備方針案 

(1) 市庁舎の整備方針案 

市庁舎の整備にあたっては、市の財政負担を考慮し、既存の建物を改修・再

利用することにより、整備に要する初期投資を極力軽減することが求められる。 

また、長年の懸案であった庁舎の分散配置の解消や駐車スペース不足の解消

といった課題の解決も併せて図る必要がある。 

加えて、防災拠点施設としての機能強化を図る必要があり、津波浸水想定区

域を避けるとともに、市民病院など他機関との連携や災害時における幹線道路

網へのアクセス等に留意する必要がある。また、市庁舎本来の機能に加えて、

災害時の避難所として利用できるスペースや防災資機材備蓄庫、防災空地など

を確保できることが望ましい。 

さらには、整備のための必要な財源が確保されていなければならない。 

 

以上の条件をすべて満たす選択肢は、「⑦旧有磯高校体育館を改修して再利

用」であり、現時点において最も実現性の高い有力な整備方針案である。 

 

(2) 整理すべき課題 

旧有磯高校体育館を改修し市庁舎として再利用するためには、概ね次に掲げ

るような課題を整理する必要がある。 

・現庁舎跡地の利活用及び中心商店街のにぎわい対策 

・市街地住民の利便性確保（路線バス、諸証明等の交付サービス） 

・旧有磯高校体育館、武道場利用者への対応 

・旧有磯高校記念会館、タイムカプセルや石碑などのメモリアルの取扱い 

・春中ハンドの代替会場確保 

・周辺の交通対策（鞍川霊峰線ＢＰ・病院との連絡道路） 

・地域防災計画（地震・津波対策編）の見直し 

・健康課の移転（乳幼児健診、料理教室等の会場確保） 

・いきいき元気館（一部）の後利用 

・教育委員会事務局の移転（教育総合センター適応教室の取扱い） 

・教育文化センター（一部）の後利用 

・上下水道課の移転（環境浄化センターの管理） 

・総合行政情報システム機器等の移設 

・防災システム機器等の移設 

・旧市民病院敷地の利活用 など 
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４ 市庁舎整備の財源 

旧有磯高校体育館を改修し、市庁舎として再利用するための財源として、緊急

防災・減災事業債を予定している。 

 

＜ 緊急防災・減災事業債（単独事業）＞ 

充当率 100% 

交付税算入率 70% 

（元利償還金の7割が普通交付税に算入される） 

 

東日本大震災を教訓として、全国的に緊急に実施する必要性が高く、即効性のある

防災、減災等のための事業のうち、住民の避難、行政・社会機能の維持及び災害に強

いまちづくりに資する地方単独事業として、「東日本大震災からの復興に関し地方公共

団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関

する法律（平成23年法律第118号）」等により確保される財源により実施する事業であっ

て、地方公共団体の予算に計上された緊急防災・減災事業計画に基づき実施する事

業が対象となる。 
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＜参考＞ 

◆ 旧有磯高校の航空写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 旧有磯高校体育館の写真（グラウンド側から撮影） 

第1体育館（左側）。は平成8年11月、第2体育館（右側）は平成3年11月の竣工 

いずれもピロティ方式の二層構造 

 

 


